様式第20号の４の２（第6条関係）
	未納の町税債務の承認及び納付誓約書

	
　　 年　　 月　　 日　
豊 郷 町 長　　様

住　所

氏　名　 　　　　　　　　　　　　　　

電　話　　（　　　）　　　－

　　下記の町税に係る徴収金は、私(当社)にその納付すべき義務がある未納の町税(これに付帯す
　る徴収金を含む)債務であることを承認します。
　　つきましては、下記納付計画どおりに必ず納付し完納することを誓約します。
　　もし、誓約不履行の場合は差押または公売等、法律に定められた滞納処分を受けても異議あ
　りません。


	年度・期別
	税目
	税　額
	督　促
手数料
	延滞金
	計

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	合　　計
	

	

	

	


	滞納原因
	主  の  要  因
	□失業　　□倒産　　□ケガ・病気　　□災害　　□その他(　　　

	
	具体的な内容
	


	

納付計画
	分割納付期間
	　　　年　　　月　　　日から完納まで

	
	支払額
	　　　　　　　　　　　　　円（毎月・隔月）

	
	
	特別月：　　 　月　 　　　　円 ・ 　　 　月　 　　　　円

	
	支払日
	各月 　　 　  日　 ※休日の場合は 前(々)日 ・ 翌(々)日 に納付

	

備考
	分納額の見直し
	□　　　　 年　　 月以降の分納額については、

	
	
	増額に向けて　　 　年　 月　 日までに見直し、改めて納付誓約します。

	
	納付方法
	□口座振替　 □納付書送付・手渡し(　　　 年 　月分まで)   □来庁納付

	
分納誓約条件
	□口座引落しができなかった等、この納付誓約が履行されなかった時は、納付誓約を取り消します。そ
　の場合は、財産差押等の処分を行いますので注意してください。

	
	□新たに発生する税については必ず納期限内に納付してください。新たな滞納が発生した場合には、こ
　の納付誓約が履行されなかったものとして、財産差押等の処分を行いますので注意してください。

	
	□分割納付中であっても、督促状・催告状が発布される場合がありますので、その旨ご承知おきくださ
　い。

	
	□納税相談でお聴きした収入・財産等の内容と全く異なる状況が明らかとなった場合、財産差押等の処
　分を行います。


　※延滞金については、本税、督促手数料完納後に精算し、上記納付計画に基づき納付します。
